
〖就活商法〗 

就職活動（就活）中の学生の不安に付け込み、高額な就活セミナー

や就活塾を契約させるトラブルが起きています。       

「今の世の中、就職しても収入は安定しない」などと言って、投資

セミナーやビジネス教材などを勧誘するケースもあります。 
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◎事例１ 

就活相談会の帰りに、就活生の意識調査のアンケートを求められて回答した。その後、電話で

無料の就活セミナーに誘われて出向いたところ、月額約 2 万円の就活塾の契約を勧められた。

「一度帰って考えたい」と断ったが、「親に相談しないと決められないのは自立が足りない」

「今ここで決められないのは社会人としてやっていけない」などと恫喝
どうかつ

され、契約してしまっ

た。 

 

◎事例２ 

就活に悩んでいたときに、SNS の就活支援アカウントを通じて大学 OB を                     

自称する A と知り合い、自己 PR の添削をしてもらった。                

その際「お金に興味はあるか」と聞かれ、数日後、A のほか数名と会い、  

ビジネス教材を勧誘された。指示されるまま消費者金融から 30 万円を   

借金して、その教材を購入してしまった。 
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〖タレント・モデル契約〗 

街中で声をかけられたり、自分からオーディションを受けたりしたことをきっかけに、高額な

レッスン契約を迫られるトラブルが起きています。 

タレントやモデルに憧れる気持ちに付け込んで甘い言葉をかけてきますが、金銭の負担を求め

られたら注意が必要です。 

 

◎事例 

インターネットで見つけた映画のオーディションを受け、合格した。  

その後「撮影までレッスンが必要」「今しか申し込みができない」と 

言われ、入学金約 40 万円と受講料約 10 万円を支払った。 
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◎事例 

マッチングアプリで知り合った女性と会ったところ、その女性が勤める宝石店に 

案内された。「将来結婚するときに使える」などと言われ断りにくい雰囲気に    

なり、ダイヤモンドを購入してしまった。 
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＜出典＞国民生活センター発行 消費者トラブル対策本「くらしの豆知識 2022年版」 
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【お知らせ】「SNS で誘われて…もしかして悪質商法かも！」  

1～3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間です！ 

 

消費者被害は自分には関係ない、と思っていませんか？最近では、SNS を悪用して近づき、 

親しくなったと思い込ませて高額な商品やサービスの契約を迫る手口が増えています。   

悪質商法などのトラブルは身近に潜み、誰もが被害に遭うおそれがあります。被害にあっても

恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じて、相談せずに

あきらめてしまう人も多いようです。困ったら一人で悩まず、

すぐお近くの消費生活センターへご相談ください。 

〖デート商法〗 

SNS やマッチングアプリなどで知り合った相手をデートに誘い、

相手の好意に付け込んで高額な商品を契約させるトラブルが起き

ています。巧みな話術等で恋愛感情を抱かせ、断ったら嫌われる

などと思わせて、商品を売りつけるという手口です。 

 



若者を狙うこんな手口に注意！ 

＜手口１＞SNS で知り合った人に、「スキルアップになる」「将来成功できる」などと 

オンラインサロンの入会を勧められ、高額な契約をさせられる。 

＜手口２＞先輩から「簡単に儲かる」と投資のノウハウが入った USB 教材の購入を    

勧められる。友人を誘えば紹介料も入ると言われ、学生ローンで借りて 

契約するが、全くもうからず、借金だけが残る…。 
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【募集】令和 3年度 暮らしに役立つ消費生活講座 3月講座 

『身の回りの化学製品を探ろう！「まぜるな危険」「手指の消毒」とは？』  

講師 菅沢 浩毅氏（日本化学工業協会 化学製品 PL 相談センター） 

 

☆洗剤やヘアカラーなど、わたしたちが日常に使っている化学製品は、取り扱いによっては 

思わぬ事故につながることがあります。具体的な事故・相談事例を知って正しい使い方を 

学びましょう！ 

そのほか、新型コロナウイルス感染予防に有効な殺菌・消毒製品等に   

ついても、やさしく解説します！ 

・日時：令和 4 年 3 月 1 日（火）午後 2 時～3 時 30 分  

・場所：IKE・Biz としま産業振興プラザ 6 階多目的ホール  

・申込み先：消費生活グループまで電話、はがき、FAX、e-mail のいずれかで 2 月 18 日 

（金）必着。 

〒171-8422 豊島区南池袋 2-45-1  豊島区役所 4F 豊島区文化商工部生活産業課    

消費生活グループ 

☎ 4566-2416、FAX 5992-7024、e-mail A0014308＠city.toshima.lg.jp 

※50 名の募集ですが、応募者多数の場合は抽選となります。 

新型コロナウイルス感染状況によっては、中止になる場合があります。 
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★困ったときは、すぐに相談！ 局番なし 188  （消費者ホットライン） 

☆豊島区在住・在勤・在学の方の商品の購入や契約のトラブルなど、消費生活に関する  

相談は「豊島区消費生活センター」で受け付けています。 

【相談専用電話】０３-３９８４-５５１５   ☆詳しい内容はこちらから↓ 

http://www.city.toshima.lg.jp/124/kurashi/shohi/center/021970.html 

＜注意＞このアドレスは配信専用のため、返信いただいても対応することができません。  

★発行・問い合わせ先：豊島区消費生活センター TEL：03-4566-2416 
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